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千葉市アフタースクール事業 運営業務委託 募集要項 

 

１ 趣 旨 

本市では、「千葉市放課後子どもプラン（第 2期）」に基づき、希望する全ての児童に「安全・安

心な居場所」と「多様な体験・活動」を提供するため、放課後児童健全育成事業と放課後子ども教

室を一体的に運営する「千葉市アフタースクール事業」の導入を進めています。 

令和 6年度現在においては、市内 107の小学校のうち 44校に展開しており、令和 7年 4月から、

新たに 10校で開設することとしています。 

この度、令和 7年 4月から新規開設する 10校に加え、期間の満了に伴い契約を更新する 12校の

運営事業者を募集します。 

本事業の実施に当たっては、豊富な知識やノウハウ・経験等を生かした運営が求められることか

ら、プロポーザル方式により、民間事業者等から広く提案を募集し、総合的な技量を適正に審査し

た上で、最も適した提案をした者に業務を委託することとします。 

 

２ 事業の概要 

千葉市アフタースクール事業（以下「本事業」という。）は、児童福祉法第34条の8に基づく

「放課後児童健全育成事業」と文部科学省が推進する「放課後子ども教室」を一体的に運営し、

希望する全ての児童に「安全・安心な居場所」と「多様な体験・活動の機会」を提供する事業で

す。 

 

（１）実施場所 

※ア～シの12か所は契約更新の施設、ス～ニの10か所は新規開設の施設です。 

※応募校数に制限はありませんが、安定した履行を確保するため、同一事業者が受託できる

学校は5校までとします。ただし、契約更新校を現受託者が引き続き受託する場合は、この

校数に含めません。 

※6校以上で評価第1位となった場合の取扱いは、８の（５）でご確認ください。 

 

契約更新校 新規開設校 

ア 生浜小学校   （中央区浜野町1335） 

イ 生浜東小学校  （中央区生実町1928） 

ウ 柏井小学校   （花見川区柏井4-48-1） 

エ 長作小学校   （花見川区長作町1273） 

オ 西小中台小学校 （花見川区西小中台3-1） 

カ 草野小学校   （稲毛区園生町1385） 

キ 千草台東小学校 （稲毛区作草部町1298-1） 

ク 若松台小学校  （若葉区若松台2-25-1） 

ケ おゆみ野南小学校（緑区おゆみ野南4-26） 

コ 土気小学校   （緑区土気町1634-2） 

サ 稲浜小学校   （美浜区稲毛海岸2-3-2） 

シ 幸町小学校   （美浜区幸町2-12-12） 

ス 大巌寺小学校  （中央区大巌寺町 375） 

セ 仁戸名小学校  （中央区仁戸名町 380） 

ソ 松ケ丘小学校  （中央区松ケ丘町 580） 

タ 犢橋小学校   （花見川区犢橋町 777-3） 

チ 畑小学校    （花見川区畑町 1385-1） 

ツ みつわ台北小学校（若葉区みつわ台 3-5-1） 

テ みつわ台南小学校（若葉区みつわ台 1-17-1） 

ト 源小学校    （若葉区源町 541-6） 

ナ 大椎小学校   （若葉区あすみが丘 6-38） 

ニ 真砂西小学校  （美浜区真砂 4-5-1） 
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（２）昼間の部 

希望する全児童を対象に、安全・安心な居場所及び多様な体験・活動のためのプログラムを

提供します。 

対象 ・小学校 1年生から 6年生までの希望する全ての児童（原則として実施校に

在籍する者に限る） 

定員 ・児童の定員は設けない 

活動内容 ・児童の発達段階に応じた遊び及び生活 

・多様な体験・活動（「体験プログラム」及び「継続プログラム」） 

運営日 ・月曜日～土曜日 

ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

及び12月29日～1月3日を除く。 

運営時間 ・授業のある日            ：授業終了後 ～ 午後5時 

・授業のない日（土曜日及び学校休業日）：午前8時 ～ 午後5時 

利用料金 ・3,500円／月（7月は4,000円／月、8月は5,500円／月） 

※利用料は市が徴収し、市の歳入となる。 

利用登録等 ・受託者が利用登録の書類等を受け付け、委託者が確認・審査する。 

 

（３）夜間の部 

就労等により、保護者が午後5時以降に家庭にいない児童を対象に、安全・安心な居場所を提

供します。 

対象 ・小学校 1年生から 6年生までの児童（原則として実施校に在籍する者に限

る）のうち、就労等により、保護者が午後 5時以降に家庭にいない児童 

定員 ・仕様書別紙１に記載のとおり 

活動内容 ・児童の発達段階に応じた遊び及び生活 

運営日 ・月曜日～土曜日 

ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

及び12月29日～1月3日を除く。 

運営時間 ・午後5時 ～ 午後7時 

利用料金 ・5,000円／月 

※利用料は市が徴収し、市の歳入となる。 

※別途、おやつ代2,000円／月を受託者が実費徴収する。 

利用登録等 ・受託者が利用登録の書類等を受け付け、委託者が確認・審査する。 

 

３ 委託内容 

別紙「千葉市アフタースクール事業 運営業務委託 仕様書」のとおり 

 

４ 応募資格 

本プロポーザルに参加できる事業者は、次に掲げる資格要件の全てを満たしている団体とします。 

なお、選定結果通知後においても、契約締結までの間に資格要件を満たさなくなった場合は、契

約交渉権を取り消します。 
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  【資格要件】 

ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者で、次のい

ずれにも該当しないものであること。 

（ア）手形交換所による取引停止処分を受けてから 2年間を経過しない者 

（イ）当該業務の企画提案書提出期限日前 6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 

（ウ）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の更生手続開始の申立てをした者で、同法に基づ

く裁判所からの更生手続開始の決定がなされていない者 

（エ）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の再生手続開始の申立てをした者で、同法に基づ

く裁判所からの再生計画の認可がなされていない者 

（オ）千葉市内において、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）に違反している者 

（カ）法人税並びに消費税及び地方消費税を完納していない者 

（キ）千葉市内に本店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税（延滞金を含む）を完納し

ていない者。千葉市内に本店又は営業所等を有しない者にあっては、所在する市区町村税を

完納していない者。 

（ク）千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領（平成 29年 5月 23日施行）に基づく指名

停止措置等を受けている者 

イ 当該団体又は役員等が、千葉市暴力団排除条例（平成 24年千葉市条例第 36号）第 9条に規

定する暴力団員等又は暴力団密接関係者でないこと。 

ウ 公共の安全及び福祉を害するおそれのある団体に属する者でないこと。 

 

５ 選定スケジュール（予定） 

日  程 項    目 

令和 6年 8月 27日（火） 募集要項の配付、募集開始 

9月 

3日（火） 募集要項等に関する説明会 

3日（火）～6日（金） 質問受付 

11日（水） 質問回答ホームページ掲載（予定） 

26日（木） 応募書類受付期限 

10月 
中旬 プレゼンテーション及びヒアリング 

下旬 選考結果の通知 

11月 上旬 運営業務委託契約の締結 

 

６ 募集要項等に関する説明会について 

  募集要項等に関する説明会を以下のとおり行います。（現地見学会は行いません。） 

・実施日時  令和 6年 9月 3日（火）10時 00分から 11時 30分まで 

・場所    千葉市役所本庁舎 高層棟 2階 XL会議室 201 

・参加人数  各団体 2名以内とします。 

・参加申込  9月 2日（月）12時 00分までに出席する旨を、「説明会参加申込書（様式第 1号）」

により、問合せ先まで Eメール、又は FAXにてお申し込みください。 

・その他   説明会会場での「募集要項等」の配布は行いませんので、必ず持参してください。 
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７ 質問書の提出及び回答 

今回の公募及び事業実施に係る質問については、以下のとおり受け付けます。 

・受付期間  令和 6年 9月 3日（火）から 9月 6日（金）まで  

・提出方法  「質問書（様式第 2号）」により、問合せ先まで Eメール、又は FAXにて提出して 

ください。 

 ・回答方法  以下の時期に本市ホームページに回答を掲載します。 

        令和 6年 9月 11日（水）頃 

 

８ 応募書類の受付・選定方法 

（１）受付期限  令和 6年 9月 26日（木）午後 5時まで 

 

（２）提出場所  〒260－8722 

         千葉市中央区千葉港 1番 1号 

千葉市教育委員会 生涯学習振興課（千葉市役所本庁舎 高層棟 7階） 

 

（３）提出方法  持参または郵送（郵送の場合は受付期限までに必着） 

 

（４）提出書類 

  【提出部数】カは 6部（正本 1部、副本 5部）及び電子データ（1部）、その他は各 1部 

ア 参加申請書兼誓約書（様式第 3号） 

イ 法人又は団体の概要書（様式第 4号） 

ウ 登記事項証明書（発行後 3か月以内のものに限る。） 

エ 印鑑証明書（発行後 3か月以内のものに限る。） 

オ 納税証明書 

ａ 千葉市内に本店又は支店・営業所等を有する者 

・千葉市税の滞納無証明書 

・法人税並びに消費税及び地方消費税について未納税額がないことの証明書（税務署発行の

納税証明書その３の３） 

ｂ 上記以外の者 

・所在する市区町村税の滞納無証明書 

・法人税並びに消費税及び地方消費税について未納税額がないことの証明書（税務署発行の

納税証明書その３の３） 

カ 提案書（様式第 5号） 

※複数の学校に応募する場合は、一部の項目について学校ごとに記入すること。 

※審査のため、団体名やロゴマーク等の申請者が特定できる情報を掲載しないこと。 

※電子データは、PDF データを CD-R 等に保存し、盤面とケース両方に団体名を記載すること。 

キ 見積書（様式第 6号） 

※複数の学校に応募する場合は、学校ごとに別葉にして見積もること。 

※委託契約には提案書記載事項が含まれますので、その履行も踏まえた額を算出して下さい。 
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（５）選定方法 

応募資格に掲げる条件をすべて満たしていることを事務局で確認のうえ、別途要綱に基づき設

置している千葉市アフタースクール運営業務委託公募プロポーザル選考委員会（以下「選考委員

会」という。）が、選考基準に基づき審査を実施します。 

審査は、提案書並びに下記のとおり実施するプレゼンテーション及びヒアリングをもとに、各

委員が行い、学校ごとに合計点数が高い提案者から順位を決定します。 

なお、安定した履行を確保するため、同一事業者が受託できる学校は 5校までとします。ただ

し、契約更新校を現受託者が引き続き受託する場合は、この校数に含めません。 

同一事業者が 6校以上で第 1位となった場合、当該事業者は、参加申請書兼誓約書に記載した

希望順位上位 5校の最優秀提案者となり、それ以外の学校については、次点者が最優秀提案者と

なります。ただし、次点者がいないときは、6校以上で最優秀提案者となる場合があります。 

 

【実施日時】  令和 6年 10月中旬を予定（追ってお知らせします） 

【実施場所】  未定（追ってお知らせします） 

【実施内容】  ・提出済みの提案書に沿って提案内容のプレゼンテーションを行うこと。 

・提出済みの書類以外を用いたプレゼンテーションは原則禁止とする。 

・説明時間は 15分以内とし、その後ヒアリング（30分程度）を受ける。 

※複数の実施場所について応募した場合についても、プレゼンテーションは

一度のみの実施となります。なお、提案者多数の場合には説明時間及びヒ

アリングの時間が短縮されることがあります。 

【選考基準】  選考に係る評価項目、基準、配点（110点満点）は次のとおりとします。 

         なお、提案書の内容から、仕様書で設定した基準に満たない業務が行われ

ると認められる場合は、失格となります。 

 

評価項目及び選考基準 配点 

１ 業務実施の基本方針 10点 

 団体の経営理念及び応募目的並びに本事業に対する理解 5点 

本事業と同種又は類似の業務の実績 5点 

２ 居場所の提供 15点 

 放課後児童健全育成事業に係る法令等を踏まえた「安全・安心な居場所」

に対する考え方 

5点 

放課後児童健全育成事業の趣旨を踏まえた居場所の提供に係る具体的な

取組み 

5点 

事故・怪我、緊急時、非常災害及び感染症への対応 5点 

３ 特別な配慮を要する児童等への対応 10点 

 特別な配慮を要する児童への対応（障害のある児童、児童虐待、いじめ、

食物アレルギー） 

10点 

４ 体験プログラムの提供 10点 

 多様な体験・活動の機会を提供することの意義に対する理解と目標設定 5点 

具体的なプログラムの内容 5点 
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５ 継続プログラムの提供 10点 

 継続的な学びの機会を提供することの意義に対する理解と目標設定 5点 

具体的なプログラムの内容 5点 

６ 団体本部における体制 10点 

 本事業の円滑な運営に必要な団体本部における体制、役割分担 5点 

受託施設における運営の質の確保・向上、職員の資質向上 5点 

７ 受託施設における体制 20点 

 本事業の円滑な運営に必要な受託施設における体制、役割分担 5点 

職員配置及びシフト編成 5点 

職員の確保及び不測の事態による職員不足への対応 5点 

子どもルームに勤務している支援員等が当該アフタースクールへの勤務

を希望する場合の配慮 

5点 

８ 保護者との連絡・情報共有及び保護者及び児童のニーズの把握・反映等 10点 

 生活・活動の様子の保護者との情報共有、連絡ツールの活用 5点 

保護者からの相談・要望・苦情への対応、保護者及び児童のニーズの把握・

反映 

5点 

９ 小学校ごとの特性を踏まえた運営（応募する小学校ごとに作成） 15点 

 小学校の特性に対する理解 5点 

小学校の特性を踏まえた施設運営の工夫やアイディア 5点 

地域との関係性の構築、地域人材の参画 5点 

 

（６）選考結果の通知 

選考終了後、全ての応募者（共同事業体等にあっては、代表団体）に対して速やかに選考結果

を文書により通知するとともに、本市ホームページにおいて公表します。 

選考結果の通知後、第 1位の提案者と業務内容、契約条件等について協議します。協議が整わ

ない場合は、次点者と協議を進めます。 

なお、選考結果に関する異議申立ては一切認めません。 

 

９ 委託期間 

令和７年４月１日 ～ 令和１２年３月３１日 

※受託者は、契約日から令和７年３月３１日までの間、業務の引継ぎや保護者説明会等の開設

に向けた準備を行うこととします。なお、開設準備に要する経費は、受託者が負担すること

とします。 

 

10 業務委託料 

①業務委託料全体の上限額、うち②居場所事業の提供に係る経費の上限額、③体験プログラム

の提供に係る経費の上限額はそれぞれ以下のとおりです。 

なお、以下の金額は消費税及び地方消費税を含みません。 

 

ア 生浜小学校  ① 151,404,115円（内訳 ② 137,147,235円 ③ 14,256,880円） 
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イ 生浜東小学校  ① 151,404,115円（内訳 ② 137,147,235円 ③ 14,256,880円） 

ウ 柏井小学校    ①  96,611,765円（内訳 ②  83,124,885円 ③ 13,486,880円） 

エ 長作小学校       ① 151,552,615円（内訳 ② 137,295,735円 ③ 14,256,880円） 

オ 西小中台小学校   ①  96,378,565円（内訳 ②  82,946,685円 ③ 13,431,880円） 

カ 草野小学校  ① 122,931,530円（内訳 ② 109,059,650円 ③ 13,871,880円） 

キ 千草台東小学校  ①  96,611,765円（内訳 ②  83,124,885円 ③ 13,486,880円） 

ク 若松台小学校   ①  95,157,565円（内訳 ②  82,055,685円 ③ 13,101,880円） 

ケ おゆみ野南小学校 ① 173,671,690円（内訳 ② 158,974,810円 ③ 14,696,880円） 

コ 土気小学校  ① 190,189,225円（内訳 ② 174,051,345円 ③ 16,137,880円） 

サ 稲浜小学校  ① 172,976,490円（内訳 ② 158,499,610円 ③ 14,476,880円） 

シ 幸町小学校    ① 108,275,200円（内訳 ②  94,458,320円 ③ 13,816,880円） 

ス 大巌寺小学校  ①  96,611,765円（内訳 ②  83,124,885円 ③ 13,486,880円） 

セ 仁戸名小学校  ① 123,249,430円（内訳 ② 109,267,550円 ③ 13,981,880円） 

ソ 松ケ丘小学校   ① 151,552,615円（内訳 ② 137,295,735円 ③ 14,256,880円） 

タ 犢橋小学校    ① 123,482,630円（内訳 ② 109,445,750円 ③ 14,036,880円） 

チ 畑小学校  ① 122,931,530円（内訳 ② 109,059,650円 ③ 13,871,880円） 

ツ みつわ台北小学校 ① 122,842,430円（内訳 ② 108,970,550円 ③ 13,871,880円） 

テ みつわ台南小学校 ① 172,976,490円（内訳 ② 158,499,610円 ③ 14,476,880円） 

ト 源小学校  ①  96,408,265円（内訳 ②  82,976,385円 ③ 13,431,880円） 

ナ 大椎小学校  ①  95,797,765円（内訳 ②  82,530,885円 ③ 13,266,880円） 

ニ 真砂西小学校  ① 193,644,550円（内訳 ② 177,506,670円 ③ 16,137,880円） 

 

※「コロナ克服・新時代のための経済対策」（令和３年11月19日閣議決定）を受けて実施して

いる放課後児童支援員等の賃金を改善するために必要な費用については、委託料に含まれま

せん。当該費用は、別途交付します。 

※特別な配慮が必要と認められる児童等が登録した場合の増員に必要な経費も含みます。 

※委託料は原則として月ごとに支払うものとし、ひと月当たりの額は契約額に60分の1を乗じた

額とします。 

※仕様書記載事項のほか、提案書記載事項の履行も含めた上限額となります。 

 

11 その他留意事項 

（１）提案書類の取扱いについて 

・提出された書類の内容を変更することはできません。 

・提出された参加申請書その他の書類は返却いたしません。 

・提出書類に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づいて保護される第

三者の権利となっているものを使用した結果生じた責任は、原則として応募者の負担とします。 

・選定の公表等で必要な場合、市は、提出された提案書の内容等について、無償で使用できるも

のとするとともに、公平性、透明性を期すための「千葉市情報公開条例」等の関連規定に基づ

き公開することがあります。 
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（２）重複提案について 

１団体１提案とし、複数の提案書を提出することはできません。 

 

（３）失格について 

応募者が以下のいずれかに該当する場合には失格となります。 

・応募資格要件に該当しないことが判明したとき。 

・提出書類に虚偽又は不正の記載があったとき。 

・提出期限までに所定の書類が提出されなかったとき。 

・見積額が本募集要項で定める業務委託料の上限を上回ったとき。 

 

（４）応募費用について 

提案書等の作成や応募、選考後の協議に係る費用は、すべて参加者の負担とします。 

 

（５）契約保証金 

契約締結にあたっては、契約保証金として、当該契約金額の 100 分の 10 以上の額を納めるこ

ととします。 

ただし、千葉市契約規則第 29 条に該当する場合は、免除とします。（応募者が該当すること

を示す資料等を提示する必要があります。原則、同条第 3号に該当する場合にのみ免除が可能で

す。） 

 

【千葉市契約規則】 

第 29 条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付

を免除することができる。 

(3) 令第 167条の 5及び第 167条の 11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合に

おいて、その者が過去 2 年の間に本市又は国、県若しくは他の地方公共団体と種類及び

規模をほぼ同じくする契約を 2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、

かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

   ※令第 167条の 5及び第 167条の 11に規定する資格を有する者とは、千葉市入札参加資

格者名簿に登載されている者のことです。 

 

12 法令等の遵守  

本業務の履行にあたり、以下に例示するものの他、関係法令及び関係条例等を遵守することと

します。 

・地方自治法 

・千葉市行政手続条例（平成 7年千葉市条例第 40号） 

・千葉市情報公開条例（平成 12年千葉市条例第 52号） 

・千葉市個人情報保護条例（平成 17年千葉市条例第 5号）  

・千葉市暴力団排除条例（平成 24年千葉市条例第 36号） 
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13 問合せ先 

〒260－8722 

千葉市中央区千葉港 1番 1号 

千葉市教育委員会生涯学習振興課（植田、西迫） 

TEL 043-245-5957 

FAX 043-245-5992 

E－Mail houkago＠city.chiba.lg.jp 


